
 

発刊にあたって・・・ 
 

 

金融危機から２年がすぎ、銀行も淘汰から再生へ金融再編の新しい時代へと変革

しています。 
新しい西暦２０００年がスタートしました。私どもの会社も、今年１０周年を迎

える事になります。思えば設立以来、資産家（地主・家主）の皆様の相続問題、

又不動産の活用問題とお手伝いをさせて頂いてまいりました。豊中のコンサル

ティング（相談）事務所も３年を迎える新しい年に、情報小誌“トライ”を発行

させて頂き、少しでも大変革の時代の情報を資産家（地主・家主）の皆様の立場

に立ってお届けできれば、と考えております。 

資産デフレがすすむ中、不動産の価値はまだまだ減り続け、税負担は増え続ける 

時代に相続を考えますと、次の世代に質の高い良い財産をより多く承継させるに 

はどうしたら良いのか等、これからも長期的な見通しの重要性を考え、将来の 

資産家（地主・家主）の皆様のお役に立つ事を心から願って、ご提案・ご相談を 

させて頂きたく考えますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます  

   ２０００年１月    株式会社ダイキュウ  相談室長  大西 和彦 

 

 

   不動産活用情報誌 

Ｖｏｌ．１ 



保有・非保有の選別 
 相続を考える時、どの土地を保有し、どの土地を非保有する 

のか、適切な選別が肝心なことであり、収益性と換金性の物差 

しで計る、それがこれからの時代の土地基本戦略ではないでし 

ょうか。  

相続対策の目標 

 

 

 ①相続税額の軽減を図る 

 ②相続財産の質を高める 

 ③相続税の納税準備を進める 

 ④円滑な遺産分割計画を立てる 
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 土地基本戦略     保有・非保有の選別 

   保有土地       非保有土地 

 

   自宅用地        貸宅地 

 

  高収益活用地      低収益活用地 

 

  優良土地        不良土地 

            （形状・接道・立地） 

 相続財産 物納  売却後金納 

 問題点の把握     

   貸宅地・古い貸家・古い文化住宅等、低収益（負の資産）の現況を 

  調査・診断する事が大切です。 

 収益性が低く、換金性が悪いのに対して、相続時の評価が高く、課税され    

る相続税は高額であり、地主さんにとって“負の資産”になりかねません。 

 

 ☆地代を毎年値上げすることは難しいのに、固定資産税だけは大幅に上がって

いこうとしている、又、貸宅地を物納するためには、法律や環境など条件を満た 

している必要があり、“物納不適格”と判断されないためにも、事前の調整が 

必要です。  

 家賃の値上げはままならず、収益性は低く、借家人付きの物件では、換金性も 

悪い、いかんせん居住者の権利が強い借家法規定があり、立ち退いてもらうのも 

難しい、というのが現実です。 

 

 ☆古い貸家・古い文化住宅だから家賃が安い、安い家賃で割に合わないから、 

修理・修繕がなおざりになる、なおざりで修理・修繕ができないので値上げが 

できない悪循環におちいります。建物は古くても、土地の評価額は高いので、 

固定資産税も相続税も高額になる、さらに、その古い貸家・古い文化住宅を 

土地・建物ごと物納する、という考えはほとんどの場合、税務当局の物納基準 

で管理・処分不適として物納不可となると思います。 

 問題点の解決 

 今まで述べてまいりました問題点は、その状況を１０年続けても２０年続けても、相

続税納税額に見合う金融資産を蓄積することは不可能です。そういった不良資産を

組み替えて、優良資産にすることで、相続税の軽減もはかれ、収益性が向上します。 

 このような財産状態は、早期に作り上げるほど金融資産が蓄積され、金融資産と納

税額とのバランスが好転します。 

  

               

貸 宅 地 

  古い貸家 

古い文化住宅 



       相 続 対 策 は ど う す る か 

 

 

   時期に応じた対策を！！ 

 

 相続対策は、時期を考慮して、それに応じた対策を 

 たてなければいけません。 

 対策としては、事前対策・事後対策といろいろありま 

 すが、肝心なことは、相続人全員の幸福と発展への方 

 策をたて、かつ、相続人全員の納得のいく対策をたて 

 ることです。 
 

 どんな対策があるか？ 

  
 
 
 
 
 
 
 

事 

前 

対 

策 

長期対策 

将来（たとえば５～１０年後）の相続開始を予測した、長

期間の対策 

      ・貸宅地・古い貸家・古い文化住宅の交渉 

 例えば  ・自然発生借地権を利用して土地の評価 

       額を引き下げる 

      ・非課税分自社株の長期間贈与を行う 

      ・相続税評価額を減らす      

短期対策 

２～３年後の相続開始を予測した対策 

        

 例えば   ・貸宅地・古い貸家・古い文化住宅の交渉 

       ・小規模宅地等の８０％減額特例の活用 

       ・夫婦間のマイホームの贈与を行う 

       ・遺言書を作成する 

       ・相続税評価額を減らす 

       ・低収益資産の高収益資産への買い替え 

直前対策 

１年以内に相続開始の可能性がある場合の対策 

 

 例えば   ・養子をもらう 

       ・孫へ贈与する 

       ・底地の売却 

事後対策 

相続が発生してから後でも可能な対策 

           

 例えば   ・相続した財産を譲渡する 

       ・遺産分割協議を行う 

       ・物納、延納など納税資金対策をたてる 

        （ただし、相続税法第４１条の物納 

         条件を満たす場合） 
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後 

対 
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相続税申告書作成対策  間違いのない申告書を作成するための対策 

 相続税調査対策 
 将来の相続税調査に備えた対策 

          ＊清文社“相続・贈与の税金”より 


